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(57)【要約】
【課題】電源が確保できない場合であっても貫通孔を閉
鎖し、確実に外部記憶装置を保護できるようにする。
【解決手段】外部記憶装置１００に電源が投入されてい
る間に、駆動部材５に電源を供給する。駆動部材５によ
って開閉部材２が開位置に保持され、通気孔１１３が開
放状態に維持される。外部記憶装置１００への電源が遮
断されると、駆動部材５への電源供給を遮断する。開閉
部材２は自重及び付勢部材４の付勢力によって開位置か
ら閉位置に移動して通気孔１１３を閉鎖する。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　耐火性を有し、一部に通気孔を備え、内部に外部記憶装置を収納する筐体と、
　耐火性を有し、前記通気孔を開放する開位置と前記通気孔を閉鎖する閉位置との間に移
動自在に支持された開閉部材と、
　電源が供給されている間に前記開位置に向かう移動力を前記開閉部材に作用させる駆動
機構と、を備え、
　前記開閉部材は、前記駆動機構に電源が供給されてない場合に前記閉位置に移動し、
　前記駆動機構は、前記外部記憶装置に電源が供給されている場合に、電源が供給される
外部記憶装置用保護装置。
【請求項２】
　前記筐体外部における異常の発生を検出する検出部と、
　前記検出部が異常を検出した時に前記駆動機構に対する電源の供給を停止する制御部と
、
　を備えた請求項１に記載の外部記憶装置用保護装置。
【請求項３】
　前記駆動機構は、前記閉位置に向かう付勢力を前記開閉部材に作用させる付勢部材、お
よび電源の供給によって前記開閉部材を前記付勢部材の付勢力に抗して前記閉位置から前
記開位置に移動させる駆動部材、を有する請求項１または請求項２に記載の外部記憶装置
用保護装置。
【請求項４】
　前記開位置で前記開閉部材に係合する係合位置と前記開閉部材に係合しない退避位置と
の間に移動自在にされた係止片と、前記退避位置に向かう付勢力を前記係止片に作用させ
る補助付勢部材と、電源の供給によって前記係止片を前記補助付勢部材の付勢力に抗して
前記係合位置に変位させる補助駆動部材と、からなる保持部材をさらに備えた請求項１乃
至請求項３の何れかに記載の外部記憶装置用保護装置。
【請求項５】
　前記駆動機構には、電源投入時から前記開閉部材が前記開位置に達するまでの間にのみ
電源が供給され、前記保持部材には、電源投入中に継続して電源が供給される請求項４に
記載の外部記憶装置用保護装置。
【請求項６】
　前記筐体は、少なくとも外側面を耐熱性、熱伝導性及び熱反射性を有する素材で構成し
た請求項１乃至５の何れかに記載の外部記憶装置用保護装置。
【請求項７】
　前記筐体は、本体と前記本体に開閉自在に支持された蓋体とで構成し、前記本体と前記
蓋体との間を密閉する密閉部材を備えた請求項１乃至６の何れかに記載の外部記憶装置用
保護装置。
【請求項８】
　前記開閉部材は、前記閉位置で前記筐体壁面の厚さ方向について複数の空気層を構成す
る請求項１乃至７の何れかに記載の外部記憶装置用保護装置。
【請求項９】
　前記筐体は、前記壁面に耐火性を有するコネクタを備え、
　当該コネクタは、少なくとも前記駆動機構に対する電源線が接続される電源コネクタ、
並びに前記外部記憶装置に対する信号線が接続されるインタフェースコネクタを備えた請
求項１乃至８の何れかに記載の外部記憶装置用保護装置。
【請求項１０】
　前記インタフェースコネクタは、信号線とともに電源線を含み、
　前記インタフェースコネクタの電源線が接続された場合に、前記外部記憶装置に、前記
電源コネクタの電源線、又は前記インタフェースコネクタの電源線を介して電源を供給す
る電源連動手段を備えた請求項９に記載の外部記憶装置用保護装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、データの保存に使用されるＮＡＳ(Network Attached Storage)や外付けハ
ードディスク装置等の外部記憶装置を、少なくとも耐火性を確保して収納する外部記憶装
置用保護装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンピュータや携帯情報端末等のクライアント端末で作成又は処理されるデータ
は、多様化及び大容量化の進展が著しい。多様化及び大容量化した多量のデータをクライ
アント端末内で保存することとすると、大容量の記憶手段をクライアント端末に内蔵する
ことになり、クライアント端末の大型化、高価格化を招く。クライアント端末の小型化、
低価格化を図るためには、クライアント端末で取り扱われるデータをクライアント端末の
外部で保存する必要がある。
【０００３】
　多量のデータをクライアント端末の外部で保存するものとして、ＮＡＳや外付けハード
ディスク装置等の外部記憶装置に加えて、クラウドコンピューティングが提案されている
。クラウドコンピューティングでは、クライアント端末で取り扱われるデータがインター
ネットを介してサーバに保存される。
【０００４】
　しかし、現状のクラウドコンピューティングは、主に運用上の問題から最適なデータ保
存手段とは言えない。つまり、クライアント端末の使用者はクラウドコンピューティング
サービスの提供者にサーバの使用料を支払う必要があり、データの保存のためのみにコス
トが発生する。また、クラウドコンピューティングは、システム更新時等におけるサービ
ス提供者の故意若しくは人為的ミス、又は災害等のクライアント端末の使用者が関知しな
い原因によってデータが消失する虞があるだけでなく、インターネット接続されたサーバ
を使用するためにデータがサイバー攻撃やハッキング等の危険に晒されることになり、安
全性及び秘匿性に難点がある。
【０００５】
　これに対して、ＮＡＳや外付けハードディスク装置等の外部記憶装置は、原則的にクラ
イアント端末の使用者が所有するため、データの保存のためのみにコストが発生すること
がなく、使用者の関知しない原因によってデータを消失することがない。さらに、クライ
ント端末との接続にインターネットを経由する必要がなく、安全性及び秘匿性を担保しや
すい。
【０００６】
　但し、外部記憶装置を使用する場合、データを長期間保存するために、火災等の災害に
対する対処がクライアント端末の使用者に要求される。このため、外部記憶装置を火災等
の災害から保護する保護装置が種々提案されている。この種の保護装置は、外部記憶装置
を収納する耐火性のケースを備えている。ケースに収納される外部記憶装置は通電によっ
て発熱するとともに動作温度が定められており、ケースには平常時に外部記憶装置の温度
上昇を抑えつつ、災害時には外部の熱を確実に遮断する工夫が必要となる。
【０００７】
　そこで、従来の保護装置には、ケースに設けた貫通孔（通気孔）を開閉させるものがあ
る（例えば、特許文献１参照。）。保護装置は、貫通孔を封止する封止部材、封止部材を
貫通孔側に付勢する付勢手段、所定温度を超えない状態で付勢手段に抗する力を封止部材
に作用させる第１位置保持手段、浸水を生じない状態で付勢手段に抗する力を封止部材に
作用させる第２位置保持手段を備える。貫通孔による通気によって外部記憶装置の温度上
昇を抑えつつ、火災時や浸水時に通気孔を封止して外部記憶装置を保護できるとされてい
る。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４３６１０５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、特許文献１に記載された保護装置は、第１位置保持手段が所定温度で溶融する
部品で構成されているとともに、第２位置保持手段が水溶性の部品で構成されているため
、一度被災した後は部品を交換する必要がある。
【００１０】
　一方、ケースの貫通孔を開閉する開閉部材を平常時と異常時とのそれぞれで開位置と閉
位置とに移動させる構成では、部品を交換することなく繰り返し使用できるものの、災害
時に電源を確保できずに開閉部材を確実に移動させることができない可能性がある。
【００１１】
　この発明の目的は、電源が確保できない場合であっても貫通孔を閉鎖できるようにし、
確実に外部記憶装置を保護することができる保護装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明の外部記憶装置用保護装置は、筐体、開閉部材、および駆動機構を備える。筐
体は、耐火性を有し、一部に通気孔を備え、内部に外部記憶装置を収納する。開閉部材は
、耐火性を有し、通気孔を開放する開位置と通気孔を閉鎖する閉位置との間に移動自在に
支持されている。駆動機構は、電源が供給されている間に開閉部材を開位置に移動させる
。開閉部材は、駆動機構に電源が供給されてない場合に前記閉位置に移動する。例えば、
開閉部材の自重によって閉位置に移動させる。そして、駆動機構は、外部記憶装置に電源
が供給されている場合に電源が供給される。
【００１３】
　これにより、電源が供給されている間には必ず開閉部材が開位置に移動し、電源供給が
絶たれた場合には、閉位置に移動することになる。したがって、電源が供給されている平
常時には、外部記憶装置への電源が供給されたことに連動して貫通孔が開放され、筐体の
内外で空気を流通させることにより、外部記憶装置の発熱による温度上昇を抑制すること
ができる。一方で、停電等によって電源が確保できない場合には、開閉部材が閉位置に移
動するようになっているため、通気孔が閉塞され、確実に外部記憶装置を保護することが
できる。
【００１４】
　また、外部記憶装置用保護装置は、前記筐体外部における異常の発生を検出する検出部
と、前記検出部が異常を検出した時に前記駆動機構に対する電源の供給を停止する制御部
と、を備えることが好ましい。
【００１５】
　この構成により、検出部が異常を検出すると、制御部は電源供給を停止するため、開閉
部材は閉位置に変位し、通気孔が閉鎖される。この場合、災害等の異常が発生した場合に
いち早く通気孔を確実に閉塞することができる。
【００１６】
　また、駆動機構は、具体的には、閉位置に向かう付勢力を開閉部材に作用させる付勢部
材、および電源の供給によって開閉部材を付勢部材の付勢力に抗して閉位置から開位置に
移動させる駆動部材を有する。
【００１７】
　付勢部材は、例えばコイルスプリングを用いる。駆動部材は、例えばソレノイドを用い
る。この場合、駆動部材への電源供給が遮断されると、開閉部材は付勢部材の付勢力によ
って閉位置に変位し、通気孔が閉鎖される。これにより、電源供給が遮断された場合には
、付勢部材の付勢力によって、より確実に通気孔を閉鎖することができる。
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【００１８】
　また、開位置で開閉部材に係合する係合位置と開閉部材に係合しない退避位置との間に
移動自在にされた係止片と、退避位置に向かう付勢力を係止片に作用させる補助付勢部材
と、電源の供給によって係止片を補助付勢部材の付勢力に抗して係合位置に変位させる補
助駆動部材と、からなる保持部材を有することが好ましい。
【００１９】
　この場合も、電源供給が停止されると、補助付勢部材の付勢力によって係止片と開閉部
材の契合が解除され、開閉部材は付勢部材の付勢力によって閉位置に変位し、通気孔が閉
鎖される。
【００２０】
　特に、この場合、上記係止片により開閉部材の移動が規制されるため、駆動部材への電
源が遮断された場合でも、補助駆動部材にのみ継続して電源供給すれば、開閉部材を開位
置に保持することができる。したがって、駆動機構には、電源投入時から前記開閉部材が
前記開位置に達するまでの間にのみ電源が供給され、前記保持部材には、電源投入中に継
続して電源が供給されることが好ましい。補助付勢部材の付勢力は、係止片を退避位置か
ら係合位置に変位させる程度の大きさでよく、補助付勢部材の付勢力に抗する補助駆動部
材の駆動力も十分に小さくできるため、開閉部材を開位置に保持するための電力を十分に
小さくできる。さらに、駆動部材への電力供給を遮断できるため、駆動部材による外乱磁
界の発生を無くすことで、磁気ディスクに対するデータの読み書きエラーを防止できる。
【００２１】
　また、筐体及び開閉部材は耐熱性を有する素材で構成し、筐体及び開閉部材の外側面を
熱電導性及び熱反射性の高い素材で構成することが好ましい。
【００２２】
　この場合、火災発生時等における筐体外部の熱が筐体内部に与える影響をより低減でき
る。また、検出部を備える場合、熱伝導性の高い素材を筐体外側面に用いることで、当該
検出部に筐体外側面の熱が伝わるため、筐体の外表面の面積に対して検出部の配置数を削
減できる。
【００２３】
　さらに、筐体は、本体と本体に開閉自在に支持された蓋体とで構成し、本体と蓋体との
間を密閉する密閉部材を備えることが好ましい。筐体内部の耐熱性を維持しつつ、筐体内
に収納された外部記憶装置を容易に出し入れでき、操作することができる。
【００２４】
　加えて、開閉部材は、閉位置で筐体壁面の厚さ方向について複数の少なくとも１つの空
気層を構成するものとすることができる。この場合、通気孔における断熱性を向上させる
ことができる。
【００２５】
　また、前記筐体は、前記壁面に耐火性を有するコネクタを備え、当該コネクタは、少な
くとも前記駆動機構に対する電源線が接続される電源コネクタ、並びに前記外部記憶装置
に対する信号線が接続されるインタフェースコネクタを備えたことが好ましい。これによ
り、駆動機構及び外部記憶装置の電源を確保できるとともに、筐体内に収納した外部記憶
装置を信号線に接続することができる。
【００２６】
　この構成において、インタフェースコネクタを信号線とともに電源線を含むものとし、
インタフェースコネクタの電源線が接続された場合に、前記外部記憶装置に、前記電源コ
ネクタの電源線、又は前記インタフェースコネクタの電源線を介して電源を供給する電源
連動手段（電源連動部）を備えることが好ましい。この場合、インタフェースコネクタに
ケーブルが接続された場合に電源が供給されるため、外部記憶装置の使用時にのみ通気孔
を開放させることができ、電力消費量をより削減できる。
【発明の効果】
【００２７】
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　この発明によれば、平常時には貫通孔の開状態を維持できるとともに、電源の喪失時に
は貫通孔を閉鎖でき、確実に外部記憶装置を保護することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】この発明の第１の実施形態に係る外部記憶装置用保護装置の断面図である。
【図２】（Ａ）及び（Ｂ）は、同外部記憶装置用保護装置における要部の動作を示す斜視
図である。
【図３】同保護装置における各部のタイミングチャートである。
【図４】センサを備えた外部記憶装置用保護装置の断面図である。
【図５】この発明の第２の実施形態に係る外部記憶装置用保護装置の断面図である。
【図６】（Ａ）及び（Ｂ）は、同外部記憶装置用保護装置の構成及び動作を示す概略図で
ある。
【図７】同外部記憶装置用保護装置における各部のタイミングチャートである。
【図８】（Ａ）及び（Ｂ）は、この発明の実施形態に係る外部記憶装置用保護装置が備え
る駆動部材及び開閉部材の別の例を示す概略図である。
【図９】（Ａ）及び（Ｂ）は、さらに別の開閉部材の構成及び動作を示す概略図である。
【図１０】（Ａ）及び（Ｂ）は、さらに別の開閉部材の構成及び動作を示す概略図である
。
【図１１】（Ａ）及び（Ｂ）は、さらに別の開閉部材の構成及び動作を示す概略図である
。
【図１２】（Ａ）及び（Ｂ）は、この発明の実施形態に係る外部記憶装置用保護装置が備
える電源連動部の回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１に示すように、この発明の第１の実施形態に係る外部記憶装置用保護装置１０は、
筐体１、開閉部材２、付勢部材４、及び駆動部材５を備えている。筐体１は、例えば、セ
メント、石膏、ファインセラミックス等の耐火性を有する材料を素材とし、本体１１及び
蓋体１２からなり、内部にＮＡＳや外付けハードディスク装置等の外部記憶装置１００を
収納する。外部記憶装置１００は、本体１１の側壁１１Ｂに貫通して配置されたコネクタ
８を介して、筐体１の図示しない外部のコンピュータ等に接続される。
【００３０】
　なお、筐体１をファインセラミックス等の焼結材料や石膏又はセメント等の空気中で固
化する材料で構成する場合、コネクタ８に代えて、個々の信号線を直接筐体１の壁面内に
直接埋設してもよい。信号線を互いに離間させて材料中に配置した状態で、材料を焼結す
るか又は固化させる。
【００３１】
　蓋体１２は、本体１１の上面を開閉自在にされている。本体１１及び蓋体１２の互いの
接合面には、この発明の密閉部材としての段部１１１，１２１が形成されており蓋体１２
によって本体１１の上面を閉塞した際に、本体１１と蓋体１２との接合部分の密閉性が維
持される。段部１１１，１２１に代えて、又はこれらとともに気密性又は水密性のパッキ
ンを配置してもよい。火災の際の消火活動時に、筐体１内への消火剤や水の浸入を防ぐこ
とができる。
【００３２】
　本体１１及び蓋体１２の外側面は、アルミニウム等の耐火性、熱伝導性及び熱反射性の
高い被覆部材１１２，１２２で被覆されている。なお、被覆部材１１２，１２２に代えて
、本体１１及び蓋体１２の外側面を、耐火性、熱伝導性及び熱反射性の高い材料でスパッ
タリング等によってコーティングしてもよい。熱反射性は、表面に鏡面加工を施すことで
得られる。
【００３３】
　なお、筐体１は、必ずしも開閉自在に構成する必要はない。内部に収納した外部記憶装
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置１００に対する出し入れや操作を必要としない場合には、蓋体１２を本体１１に固着さ
せることもできる。
【００３４】
　開閉部材２は、筐体１と同様に耐火性を有する材料により、一例として板状に形成され
ている。図２（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、開閉部材２は、本体１１の側壁１１Ａに形
成された通気孔１１３を開放する開位置と通気孔１１３を閉鎖する閉位置との間に移動自
在に支持されている。開閉部材２は、通気孔１１３と略同一形状の開口部２を備え、側壁
１１Ａの内側面に固定されたガイド２２に案内されて上下方向に移動する。図２（Ａ）に
示す開位置では、開閉部材２の開口部２１が通気孔１１３に対向する。図２（Ｂ）に示す
閉位置では、開閉部材２の開口部２１以外の部分が通気孔１１３に対向する。開閉部材２
は、側壁１１Ａの内側面に接触しており、開閉部材２は閉位置において通気孔１１３を密
閉する。開閉部材２は、側壁１１Ａの内側面から突出したストッパ２３及び２４により、
開位置及び閉位置を規定されている。
【００３５】
　なお、通気孔１１３は、側壁１１Ａに少なくとも１つ形成されており、平常時における
外部記憶装置１００の使用中に、外部記憶装置１００の発熱によって温度上昇した筐体１
内の空気を筐体１外に排気するとともに、比較的低温の筐体１外の空気を筐体１内に流入
させる。筐体１内には、通気孔１１３に空気を強制的に流通させるファンを備えることが
できる。また、通気孔１１３は、筐体内に排気口と吸気口とを個別に備えたものとするこ
とができる。この場合に、排気口及び吸気口のそれぞれに対向する個別のファンを備える
こともできる。
【００３６】
　また、開閉部材２と側壁１１Ａの内側面との間に、常温で固形状態を維持するとともに
火災発生時の温度下で液化するワックス等の部材を配置しておくことで、正常時には開閉
部材２の移動を円滑にし、異常時における通気孔１１３の水密性を高めることができる。
一例として木造家屋の火災発生時の約８００℃のピーク温度状態は、数分から十数分間程
度継続するのみであることが知られている。開閉部材２と側壁１１Ａの内側面との間に配
置されたワックスは、高温状態で液化して開閉部材２と側壁１１Ａの内側面との間の隙間
に浸入した後、温度低下によって硬化して間隙を封止する。これによって、消火活動時の
放水やスプリンクラーの散水等による筐体１内への浸水を防止できる。図２では、開閉部
材２の移動方向を上下方向としているが、通気孔１１３を開閉できる構成であればこれに
限らず、例えば水平方向とすることもできる。
【００３７】
　付勢部材４は、例えばコイルスプリングであり、開閉部材２を開位置から閉位置に向か
う方向に付勢する。図２に示すように、付勢部材４は、上端が開閉部材２の下部に係止さ
れており、下端が本体１１の底面に固定されている。駆動部材５は、例えばソレノイドで
あり、電源供給時に付勢部材４の付勢力に抗して開閉部材２を閉位置から開位置に移動さ
せる。図２に示すように、駆動部材５は、側壁１１Ａの内側面に固定されており、プラン
ジャ５１の下端を開閉部材２の上部に固定させている。これら付勢部材４および駆動部材
５により本発明の駆動機構を実現する。
【００３８】
　駆動部材５には、外部記憶装置１００に対する電源の供給状態に応じて、電源が供給さ
れる。例えば、外部記憶装置１００と同一の電源ラインから駆動部材５に電源を供給する
ように構成すれば、外部記憶装置１００に対する電源の供給状態に応じて、駆動部材５に
電源が供給される。なお、駆動部材５及び外部記憶装置１００に制御部（後述の制御部７
）を接続し、当該制御部が、外部記憶装置１００に対する電源の供給状態に応じて、駆動
部材に電源を供給する態様としてもよい。この場合も、外部記憶装置１００に電源が供給
されている場合に、制御部を介して駆動部材５にも電源が供給される。
【００３９】
　図３に示すように、外部記憶装置１００に電源が投入されると、駆動部材５に対する電
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源の供給が開始される。駆動部材５は、電源が供給されるとプランジャ５１を上昇させる
。これに伴って開閉部材２が下方の閉位置から上方の開位置に移動し始める。外部記憶装
置１００に電源が投入されている間には、駆動部材５への電源供給も継続され、開閉部材
２は開位置に停止して通気孔１１３が開放状態に維持される。
【００４０】
　外部記憶装置１００への電源が遮断されると、駆動部材５に対する電源が遮断される。
駆動部材５は、電源が遮断されるとプランジャ５１を上昇させなくなる。開閉部材２は、
下方への移動の規制力を失い、自重及び付勢部材４の付勢力によって開位置から閉位置に
移動し、通気孔１１３を閉鎖する。なお、付勢部材４は、本発明において必須の構成では
ない。例えば、開閉部材２を自重のみによって閉位置に移動させるようにすれば、付勢部
材４を省略することもできる。すなわち、開閉部材２が、駆動部材５に電源が供給されて
ない場合に閉位置に移動する構成であれば、どの様な態様であってもよい。
【００４１】
　平常時には、通気孔１１３を介して筐体１の内外で空気を流通させることにより、外部
記憶装置１００の発熱による温度上昇を抑制して筐体１内の温度を外部記憶装置１００の
動作温度範囲内に維持して外部記憶装置１００を適正に動作させることができる。停電等
によって電源供給が遮断された際には、通気孔１１３を開閉部材２によって確実に閉塞す
ることができ、筐体１外の高温の空気や水の浸入を防止できる。
【００４２】
　なお、付勢部材４は、コイルスプリングに限るものではなく、例えば、滑車に懸架され
た錘を用いることもできる。
【００４３】
　また、駆動部材５としては、電磁石を用いることもできる。例えば、開閉部材２に永久
磁石を取り付けるとともに永久磁石と同極同士が対向するように電磁石を筐体１内に配置
し、電磁石への通電時に磁気反発力によって開閉部材２を開位置に位置させる。
【００４４】
　なお、図４に示すように、外部記憶装置用保護装置１０にセンサ３及び制御部７を備え
、センサ３が火災による高温状態、消火活動による放水、洪水や地震等の異常の発生を検
出した際に、制御部７を介して駆動部材５及び外部記憶装置１００への電源を遮断するこ
ともできる。
【００４５】
　図４に示す外部記憶装置用保護装置１０Ａは、外部記憶装置用保護装置１０の構成に加
えて、センサ３及び制御部７を備えている。外部記憶装置用保護装置１０と共通する構成
については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００４６】
　センサ３は、一例として筐体１の外部温度を検出する温度センサであり、例えば本体１
１の上面から外部に露出して設けられている。温度センサとしては、サーミスタや温度ヒ
ューズを用いることができる。センサ３は、筐体１に複数配置することができる。本体１
１及び蓋体１２の外側面が熱電導性の高い被覆部材１１２，１２２で被覆されており、筐
体１の表面積に比較してセンサ３の配置数を十分に少なくしても、センサ３によって筐体
１の外側面の全面の温度を検出することができる。
【００４７】
　なお、センサ３は、火災発生時の温度上昇を検出するための温度センサに限るものでは
なく、漏水センサや加速度センサとすることもできる。漏水センサによって消火活動によ
る放水や洪水による筐体１内の浸水の可能性を検出でき、加速度センサによって地震の揺
れによる振動の作用を検出できる。つまり、センサ３は、火災による高温状態、消火活動
による放水、洪水や地震等の異常の発生を検出するために配置される。
【００４８】
　制御部７は、センサ３、及び駆動部材５に接続されている。制御部７は、センサ３の検
出結果に基づいて、少なくともセンサ３が異常を検出していない平常時における外部記憶
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装置１０Ａの使用中には開閉部材２を開位置に位置させ、少なくともセンサ３が異常を検
出した際には開閉部材２を閉位置に位置させるように、駆動部材５の動作を制御する。制
御部７は、センサ３が異常を検出すると、駆動部材５への電源供給を遮断し、開閉部材２
を閉位置に移動させる。また、センサ３が異常を検出していない場合でも、停電等によっ
て制御部７への電源供給が遮断されると、駆動部材５への電源供給も遮断され、開閉部材
２を閉位置に移動する。
【００４９】
　この場合においても、平常時には、筐体１の内外で空気を流通させることにより、外部
記憶装置１００の発熱による温度上昇を抑制して筐体１内の温度を外部記憶装置１００の
動作温度範囲内に維持できる。さらにこの場合、センサ３が異常を検出した際、又は停電
等によって制御部７への電源供給が遮断された際には、通気孔１１３を開閉部材２によっ
て確実に閉塞することができ、筐体１外の高温の空気や水の浸入を防止できる。
【００５０】
　次に、この発明の第２の実施形態に係る外部記憶装置用保護装置１１０について説明す
る。図５に示すように、この発明の第２の実施形態に係る外部記憶装置用保護装置１１０
は、図４の外部記憶装置用保護装置１０Ａの構成に加えて、保持部材６を備えている。外
部記憶装置用保護装置１０Ａと共通する構成については、同一の符号を付し、その説明を
省略する。
【００５１】
　第２の実施形態に係る制御部７は、センサ３、駆動部材５、および保持部材６に接続さ
れている。制御部７は、センサ３の検出結果に基づいて、少なくともセンサ３が異常を検
出していない平常時における外部記憶装置１００の使用中には開閉部材２を開位置に位置
させ、少なくともセンサ３が異常を検出した際には開閉部材２を閉位置に位置させるよう
に、駆動部材５及び保持部材６の動作を制御する。制御部７は、センサ３が異常を検出す
ると、駆動部材５及び保持部材６への電源供給を遮断し、開閉部材２を閉位置に移動させ
る。また、センサ３が異常を検出していない場合でも、停電等によって制御部７への電源
供給が遮断されると、駆動部材５及び保持部材６への電源供給も遮断され、開閉部材２を
閉位置に移動する。
【００５２】
　図６（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、保持部材６は、補助駆動部材６１、補助付勢部材
６２、リミットスイッチ６３を備えている。補助駆動部材６１は、一例としてソレノイド
であり、そのプランジャ６１１は、図６（Ｂ）に示すように電源が供給されていない状態
では補助付勢部材６２の付勢力によって水平方向において開閉部材２から離間した退避位
置に位置する。プランジャ６１１は、電源が供給されている状態では補助付勢部材６２の
付勢力に抗して水平方向において開閉部材２に近接する方向に移動する。リミットスイッ
チ６３は、図６（Ａ）に示すように、プランジャ６１１がプランジャ５１の凹部５１１に
係合する係合位置に達したことを検出する。
【００５３】
　図７に示すように、制御部７は、電源が投入されると、駆動部材５及び補助駆動部材６
１に対する電源の供給を開始する。駆動部材５は、電源が供給されるとプランジャ５１を
上昇させる。これに伴って開閉部材２が下方の閉位置から上方の開位置に移動し始める。
また、補助駆動部材６に電源が供給されることにより、プランジャ６１１が退避位置から
係合位置に向かって移動する。
【００５４】
　プランジャ５１の上昇によって開閉部材２が開位置に達すると（図６（Ａ）参照。）、
凹部５１１がプランジャ６１１に対向し、凹部５１１にプランジャ６１１が係合する。制
御部７は、プランジャ６１１が係合位置に達してリミットスイッチ６３がオンすると、駆
動部材５への電源供給を遮断する。
【００５５】
　駆動部材５への電源供給が遮断されることにより、開閉部材２には駆動部材５から上方
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への移動力が作用しなくなるが、プランジャ５１の凹部５１１に補助駆動部材６１のプラ
ンジャ６１１が係合することにより、開閉部材２の下方への移動が規制される。これによ
って、開閉部材２は、駆動部材５への電源供給を必要とすることなく、補助駆動部材６へ
の電源供給のみで開位置に保持される。
【００５６】
　補助駆動部材６１のプランジャ６１１は、プランジャ５１の凹部５１１に水平方向に係
合するため、補助付勢部材６２の付勢力に対抗できる程度の力で開閉部材２の下方への移
動を規制できる。したがって、開閉部材２を開位置に保持するための消費電力が低廉化さ
れる。また、同時に磁気ディスクに対するデータの読み書き時のエラーの発生原因の１つ
である磁気外乱を低く抑えることができる。
【００５７】
　制御部７は、センサ３が異常を検出すると、補助駆動部材６１への電源供給を遮断する
。センサ３が異常を検出していない場合でも、停電等によって制御部７への電源供給が遮
断されると、補助駆動部材６１への電源供給も遮断される。プランジャ６１１は、補助付
勢部材６３の付勢力によって係合位置から退避位置に移動し、プランジャ５１の凹部５１
１に係合しなくなる。開閉部材２は、下方への移動の規制力を失い、自重及び付勢部材４
の付勢力によって開位置から閉位置に移動し、通気孔１１３を閉鎖する（図６（Ｂ）参照
。）。
【００５８】
　平常時には、補助駆動部材６１のみの駆動で通気孔１１３を介して筐体１の内外で空気
を流通させることにより、外部記憶装置１００の発熱による温度上昇を抑制して筐体１内
の温度を外部記憶装置１００の動作温度範囲内に維持できる。電力消費を低廉にしつつ、
外部記憶装置１００を適正に動作させることができる。センサ３が異常を検出した際、又
は停電等によって制御部７への電源供給が遮断された際には、通気孔１１３を開閉部材２
によって確実に閉塞することができ、筐体１外の高温の空気や水の浸入を防止できる。
【００５９】
　なお、駆動部材５及び補助駆動部材６１をソレノイドで構成する場合、パーマロイまた
はレアメタル等の透磁率の高い材料でソレノイドコアを形成することにより、低電流で強
い磁力を得ることができる。
【００６０】
　また、外部記憶装置１００の磁気ディスクに対するデータの読み書きエラーを防止する
ために、駆動部材５及び補助駆動部材６１の近傍に透磁率の高い材料で構成された防磁手
段を配置することもできる。
【００６１】
　なお、第２の実施形態に係る外部記憶装置用保護装置１１０においても、センサ３およ
び制御部７は、必須ではない。例えば、外部記憶装置１００と同一の電源ラインから駆動
部材５及び保持部材６に電源を供給するように構成すれば、外部記憶装置１００に対する
電源の供給状態に応じて、駆動部材５及び保持部材６に対して電源が供給される。
【００６２】
　図８（Ａ）に示すように、駆動部材５は、ソレノイドに代えてモータ１５１を用いるこ
ともできる。モータ１５１の回転軸１５２に固定したピニオンギア１５３の回転をラック
ギア１５４を介して開閉部材２の往復移動に変換する。付勢部材４は、図１、図２、図４
、図５、及び図６に示した外部記憶装置用保護装置１０と同様に構成している。
【００６３】
　図８（Ｂ）に示すように、図１、図２、図４、図５、及び図６に示した開閉部材２に代
えて、回転自在に支持された開閉部材２０１を用いることもできる。開閉部材２０１には
通気孔と同一形状の複数の開口部２０２を形成する。駆動部材５のプランジャ５１の動作
を開閉部材２の一部に回転力として供給する。
【００６４】
　図９（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、図１、図２、図４、図５、及び図６に示した開閉
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部材２に代えて、揺動自在に支持された開閉部材２１１を用いることもできる。一例とし
て通気孔１１３に開閉部材２１１をその上端部で揺動自在に支持し、リンク２１２を介し
て駆動部材５のプランジャ５１の動作及び付勢部材４の付勢力を開閉部材２１１に伝達す
る。開閉部材２１１は、図９（Ａ）に示す開位置と図９（Ｂ）に示す閉位置との間で揺動
する。通気孔１１３に開閉部材２１１の周囲が当接する段部１１３Ａを形成することで、
開閉部材２が閉位置にあるときの通気孔１１３の密閉状態を高めることができる。なお、
開閉部材２１１の周囲を面取りすることで通気孔１１３の密閉状態をさらに高めることが
できる。なお、図９では、開閉部材２１１を筐体１の内側に向けて開位置に移動させる構
成としたが、開閉部材２１１を筐体１の外側に向けて開位置に移動させる構成とすること
もできる。
【００６５】
　図１０（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、図１、図２、図４、図５、及び図６に示した開
閉部材２に代えて、閉位置で通気孔１２３内に複数の空気層を形成する開閉部材２２１を
用いることもできる。開閉部材２２１は、一対の円盤２２２の間に平行に複数枚（一例と
して４枚）の平板２２３を互いの間に間隔を設けて固定し、通気孔１２３内で円盤２２２
の中心軸２２４周りに回転自在に支持したものである。駆動部材５のプランジャ５１の動
作及び付勢部材４の付勢力を例えばラックギアとピニオンギアで構成された伝達機構２２
５を介して中心軸２２４に伝達する。図１０（Ａ）に示す開位置では、複数の平板２２３
の間を空気が流通する。図１０（Ｂ）に示す閉位置では、複数の平板２２３が通気孔１２
３の厚さ方向に並び、通気孔１２３内に複数の空気層が形成され、貫通孔１２３の断熱性
を高めることができる。なお、貫通孔１２３内に開閉部材２２１を配置するために、貫通
孔１２３の外側に縁部材１２３Ａを装着する。
【００６６】
　図１１（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、図１０に示した開閉部材２２１に代えて、径の
異なる複数枚の円盤２３３を互いの間に間隔を設けて平行にして支持円盤２３２に固定し
た開閉部材２３１を用いることもできる。開閉部材２３１は、通気孔１３３内で支持円盤
２３２の中心軸２３４周りに回転自在に支持される。中心軸２３４に固定したピニオンギ
ア２３５にラックギア２３６を介して駆動部材５のプランジャ５１の動作及び付勢部材４
の付勢力を伝達する。開閉部材２３１の閉位置で、円形の通気孔１３３内に複数の空気層
を形成することができる。
【００６７】
　なお、図８乃至図１１に示したいずれの例においても、さらに保持部材６を備えること
が可能である。
【００６８】
　図１２は、電源連動部（電源連動手段）の構成を示す回路図である。図１２（Ａ）及び
（Ｂ）に示す構成により、外部記憶装置１００としての外付けハードディスク装置（ＨＤ
Ｄ）にＡＣアダプタを介して電源を供給する場合、ＵＳＢコネクタ９２におけるＵＳＢケ
ーブルの着脱に連動して、ＨＤＤの電源をオン／オフすることができる。
【００６９】
　図１２（Ａ）に示す構成では、ＨＤＤの前段に、常時オン、ＵＳＢ連動又は常時オフの
何れかの選択操作を受け付ける選択スイッチ９３を配置する。ＵＳＢ連動が選択されてい
る状態で、ＵＳＢコネクタ９２にＵＳＢケーブルが接続されず、ＵＳＢコネクタ９２に電
力が供給されていない場合、トランジスタＱ１はカットオフした状態であるため、電源コ
ネクタ９１に接続されたＡＣアダプタからの電力がＨＤＤに供給されることはない。一方
、ＵＳＢコネクタ９２にＵＳＢケーブルが接続され、ＵＳＢコネクタ９２から電力が供給
されている場合、トランジスタＱ１がオンするため、電源コネクタ９１に接続されたＡＣ
アダプタ、又はＵＳＢコネクタ９２からＨＤＤに電力が供給される。この場合、構成は単
純であり、少ない部品数で連動が可能になる。このようにしてＨＤＤに供給される電力を
検出部３、駆動部材５、補助駆動部材６及び制御部７で共用することで、ＨＤＤが使用さ
れている間にのみ開閉部材２を開位置にして通気孔１１３を開放状態にすることができる
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【００７０】
　図１２（Ｂ）に示す構成でも同様に、ＵＳＢ連動が選択されている状態で、ＵＳＢコネ
クタ９２にＵＳＢケーブルが接続され、ＵＳＢコネクタ９２から電力が供給されている場
合、トランジスタＱ２がオンする。すると、ＦＥＴＱ３がオンし、電源コネクタ９１に接
続されたＡＣアダプタ、又はＵＳＢコネクタ９２からＨＤＤに電力が供給される。このよ
うにしてＨＤＤに供給される電力を検出部３、駆動部材５、補助駆動部材６及び制御部７
で共用することで、ＨＤＤが使用されている間にのみ開閉部材２を開位置にして通気孔１
１３を開放状態にすることができる。
【００７１】
　なお、図１２（Ａ）及び（Ｂ）に示す構成は、ＵＳＢで通信されるＨＤＤを収納する場
合に限るものではない。信号線に電源線を含むコネクタを介して通信される他の外部記憶
装置についても同様に適用できる。
【００７２】
　また、図１２に示す例ではＡＣアダプタの直流電圧を電源コネクタ９１から供給してい
るが、例えばＡＣ－ＤＣ電源部を筐体１に内蔵する等の他の電源接続方法を用いた場合で
も、この発明を同様に適用できる。
【００７３】
　上述の実施形態の説明は、すべての点で例示であって、制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上述の実施形態ではなく、特許請求の範囲によって示
される。さらに、本発明の範囲には、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべ
ての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００７４】
１…筐体
２…開閉部材
３…センサ
４…付勢部材
５…駆動部材
６…保護部材
７…制御部
６１…補助駆動部材
６２…補助付勢部材
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